
 

下関市ファミリー・サポート・センター事業援助活動臨時助成金交付

要綱 

 

（趣旨）  

第１条  この要綱は、ファミリー・サポート・センター事業における

提供会員の報酬単価の見直しを行うに当たり、依頼会員の激変緩和

のため、令和５年１０月１日より半年間の周知期間を設け、その期

間における提供会員の経費負担を軽減し、当該事業の推進を図る目

的から、援助活動に携わる提供会員に対する下関市ファミリー・サ

ポート・センター事業援助活動臨時助成金（以下「助成金」とい

う。）の交付について、必要な事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。  

(1) ファミリー・サポート・センター事業　地域において預かり、

送迎等の子育ての援助を依頼したい者と子育ての援助を提供した

い者が共に会員登録した上で行う相互援助活動をいう。  

(2) 会員　ファミリー・サポート・センター事業の会員登録を行っ  

た者をいう。  

(3) 提供会員　下関市内に在住している者で、子育ての援助を行い  

たい会員をいう。  

(4) 依頼会員　下関市内に在住し、又は勤務している者で、小学校

６年生までの子どもを持つ子育ての援助を受けたい会員をいう。 

(5) 援助活動　提供会員が依頼会員の子どもの預かり、送迎等を行  

　う活動をいう。  

(6) 援助対象児童　援助活動の対象である依頼会員の小学校６年生  

までの子どもをいう。  

（助成対象者）  

第３条　助成金の交付の対象となる者は、援助活動を実施した提供会

員とする。 



 

 （助成対象期間）  

第４条　助成金の交付の対象となる期間（以下「助成対象期間」とい

う。）は、令和５年１０月１日から令和６年３月３１日までとす

る。  

（助成金の額）  

第５条　助成金の額は、援助対象児童１人当たり、援助活動の開始か

ら最初の１時間までについては２００円とし、１時間を超える部分

については援助活動３０分につき１００円とする。  

２　前項の規定にかかわらず、複数の援助対象児童（兄弟姉妹に限る。）

について同時に援助活動を行った場合は、２人目以降の援助対象児

童に対する助成金の額は、同項に規定する額の半額とする。  

（交付申請）  

第６条　助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」とい

う。）は、原則として下関市ファミリーサポートセンター会則（平

成１７年２月１３日制定）第１０条第５項の規定による活動報告書

の提出と併せて下関市ファミリー・サポート・センター事業援助活

動臨時助成金交付申請書兼請求書（様式第１号）を市長に提出して

申請しなければならない。  

２　前項の規定による申請は、令和６年３月３１日までに行わなけれ  

ばならない。  

（交付決定等）  

第７条　市長は、前条第１項の規定による申請があった場合において、

その内容を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、適当であ

ると認めるときは、予算の範囲内において、助成金の交付を決定す

る。  

２   市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、下関

市ファミリー・サポート・センター事業援助活動臨時助成金交付決

定通知書兼確定通知書（様式第２号）により申請者に通知する。  

３   市長は、第１項の規定による審査により、助成金の交付が適当で

ないと認めるときは、助成金を交付しない旨を下関市ファミリー・



 

サポート・センター事業援助活動臨時助成金不交付決定通知書（様

式第３号）により、申請者に通知する。  

（助成金の交付）  

第８条   市長は、前条第２項の規定による通知を受けた申請者に対し、

当該通知の日から３０日以内に助成金を交付するものとする。  

（交付決定の取消し等）  

第９条   市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めると

きは、当該申請者に係る助成金の交付の決定の全部又は一部を取り

消すことができる。  

(1) この要綱の規定に違反したとき。  

(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。  

(3) その他市長が助成金を交付することが適当でないと認めたとき。  

２   市長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合

において、その取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付してい

るときは、申請者に対し期限を定めてその返還を命ずる。  

（調査等） 

第１０条　市長は、助成金に係る予算執行の適正を期するため必要が

あると認めるときは、申請者に対し質問をし、報告を求め、又は現

地調査をし、若しくは書類等の調査をすることができる。  

　（関係書類の整備等）  

第１１条　申請者は、助成金に係る証拠書類を整備し、援助活動が完

了した日の属する会計年度の翌年度の初日から起算して５年間これ

を保管しなければならない。  

（その他）  

 第１２条   この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要

な事項は、市長が別に定める。  

附　則 

（施行期日）  

１　この要綱は、令和５年１０月１日から施行する。  

　（この要綱の失効） 



 

２　この要綱は、令和６年３月３１日限り、その効力を失う。ただ 

し、令和５年度の予算に係る助成金の取扱いについては、この要綱

は、同日後もなおその効力を有する。



様式第１号（第６条関係） 

　　　　年　　月　　日　 

（宛先）下関市長　　　　　　　　　 

 　　　　　  住　　所　　　　　　　　　　　　　　　  

　氏　　名　　　　　　　　　　　　  　　 

                       　　　　会員番号 

 

　　　下関市ファミリー・サポート・センター事業援助活動臨時助成金 

交付申請書兼請求書 

 

下関市ファミリー・サポート・センター事業援助活動臨時助成金の交付を受

けたいので、下関市ファミリー・サポート・センター事業援助活動臨時助成金

交付要綱第６条の規定により、下記のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

記 

１　助成金申請内容 

 

２　振込先 （振込先が初回の申請と同じ場合は、以下記入不要） 

 

３　添付書類 

（１）活動報告書（下関市ファミリーサポートセンター会則　様式第８号） 

（２）振込先口座の通帳の写し（金融機関名、口座番号及び口座名義人の記載

があるページの写し）※振込先を初めて届けた時に提出が必要 

 
活動年度・月 令和５年度　　　　 　　　 　　月分

 

活動時間

援助対象児

童１人
❌２００円 　　　時間＝　　　　 円（①）

 兄弟姉妹で 

２人目以降
❌１００円 　　　時間＝　　　　 円（②）

 
助成金請求額 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　円（①＋②）

 

金融機関名
　　　　　　　　　銀行　　　　　　　　　　　本店 

　　　　　　　　　金庫　　　　　　　　　　　支店

 
種　　　別 普通・当座 口座番号

 

 
フ リ ガ ナ

 
口座名義人

 



様式第２号（第７条関係） 

第　　　　　号　 

　　　　　年　　月　　日　 

 

　　　　　　　　　　　　　　様 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下関市長　　　　　　　　印 

 

　　　下関市ファミリー・サポート・センター事業援助活動臨時助成金 

交付決定通知書兼確定通知書 

 

　　　　　年　　月　　日付けで申請のありました助成金については、下関市

ファミリー・サポート・センター事業援助活動臨時助成金交付要綱第７条第２

項の規定により、下記のとおり交付を決定し、助成金の額を確定したので、通

知します。 

 

記 

 

１　助成金の額　　　　　　　金　　　　　　　　　　円 

２　その他 

下関市ファミリー・サポート・センター事業援助活動臨時助成金交付要綱

の規定に違反したときは、助成金を返還させることがあります。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第７条関係） 

第　　　　　号　 

　　　　年　　月　　日　 

 

　　　　　　　　　　　　　　様 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下関市長　　　　　　印 

 

　　　下関市ファミリー・サポート・センター事業援助活動臨時助成金 

不交付決定通知書 

 

　　　　　年　　月　　日付けで申請のありました助成金については、次の理

由により交付しないことを決定したので、下関市ファミリー・サポート・セン

ター事業援助活動臨時助成金交付要綱第７条第３項の規定により、通知いたし

ます。 

 

 

理　由　


